
担い手への農地の面的集積の促進に向けて

（「農地政策に関する有識者会議」の概要）
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農業の担い手育成と農地制度について

【主要３課題】
食料自給率向上の前提となる人（農業経営）と資源（農地・農業用水等）の確保を図る観点から、

食料・農業・農村基本計画（平成17年3月）

ア 品目横断的経営安定対策

イ 米政策改革推進対策

ウ 農地・水・環境保全向上対策

エ 担い手支援の集中化・重点化

オ 集落営農の推進

担い手が減少・高齢化する中、

優良農地の確保と担い手
への集積
耕作放棄地の発生防止と
利用率の向上

が課題

担い手への面的にまとまった形で
の農地の利用集積の促進を
中心として、
・ 農地の効率的利用のための
新規参入の促進

・ 農業経営の法人化の促進
・ 遊休農地の発生防止・解消
・ 優良農地の確保

検討方向

「農政改革基本構想」（平成16年5月 第3回食料・農業・農村政策推進本部提出）

改革実施項目

① 担い手を対象とした
品目横断的政策の導入

〈これまでに具体化された改革①、②〉 〈残された課題③〉 農地政策の見直し・再構築

② 環境や農地・農業用水路等を
保全する政策の確立

③ 担い手・農地制度の改革

ア

イ

直面する課題

（19～21年度：集中改革期間）
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このため、農林水産省として農地政策の再構築に向けた検討を加速化する旨を表明し、省内にPTを設置。
（１２月５日、大臣記者会見）
今後、スケジュール感を持って主導的・主体的に検討を進めていく考え。

・ １月に日本経済の進路と戦略を策定
・ グローバル化改革に関する専門調査会を設置
・ 農業改革を含めた議論を行い、春頃、中間取りまとめ
（農地の利用集積に関心）

・ 昨年１２月に最終答申
農地制度、農業委員会制度等が主要論点

・ 新組織の立ち上げ

経済財政諮問会議

・ 平成19年度からの品目横断対策の実施に伴
う、集落営農づくりの加速化の中で、作業受委
託等様々な取組が急速に拡大

↓
・ 農地の利用調整についてのいろいろな課題（安
定的な権利関係の構築等）が表面化

【経済財政諮問会議等の動き】
【農村現場の状況】

規制改革・民間開放推進会議
農地は農業の基礎的資源

農地政策が抱える課題に対応するため、法令、予算、税制等農地に関する全ての制度・事業に
ついて点検・検証し、例えば、公的機関の仲介による面的集積など実施可能なものから施策の
改革を進める必要。

【当面の検討作業】
・ 現行農地政策の効果等の点検・検証
・ 農地政策についての国内外の必要な調査
・ 農業関係団体との意見交換
・ 有識者会議の設置 等

農地をめぐる最近の動き

規制改革・民間開放推進会議
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「農地政策に関する有識者会議」開催要領

第１ 趣 旨
農業の構造改革を促進し、意欲ある担い手の育成・確保、国内農業の食料
供給力の向上を図る上で、農業の基礎的資源である農地のあり方は最重要施
策の一つである。
特に、担い手の減少・高齢化が進む中で、優良な農地の確保と担い手への
集積、耕作放棄地の発生防止と利用率の向上等が直面する課題となっている。
こうした中、農地政策の再構築に向けた検証・検討を進めるに当たり、そ
の基本的な方向等について、各界の有識者からご意見をうかがう場（以下、
「有識者会議」という。）を設けることとする。

第２ 構 成
１ 有識者会議は、別紙の委員によって構成する
２ 有識者会議は、必要に応じ適当と認められる関係者から説明又は意見
を聴取することができる。

３ 有識者会議の下に、専門的・法制的な事項についてご意見をうかがう
場として専門部会を設ける。

４ 専門部会は、必要に応じ適当と認められる関係者から説明又は意見を
聴取することができる。また、必要に応じ適当と認められる者を調査
委員として委嘱することができる。

第３ 座 長
１ 有識者会議には、座長を置く。
２ 座長は、委員の互選により選任する。
３ 座長は、有識者会議の議事を運営する。
４ 前３項の規定は、専門部会に準用する。

第４ 運 営
１ 有識者会議の配付資料、議事概要等については、ウエブサイト掲載そ
の他適当な方法により公表する。ただし、座長が特段の支障があると
認める場合は、非公表とすることができる。

２ 前項の規定は、専門部会に準用する。
３ 有識者会議の庶務は、農村振興局地域計画官の協力を得て、経営局構
造改善課において行う。

農地政策に関する有識者会議委員名簿
（敬称略、五十音順）

さくらい たけひろ

櫻井 武寛 (株)一ノ蔵代表取締役会長
そのだ としひろ

園田 俊宏 熊本県農業協同組合中央会会長
たかぎ まさる

◎髙木 賢 弁護士
たちばな ひろし

立花 宏 (社)日本経済団体連合会専務理事
ちゅう さとし

忠 聡 (有)神林カントリー農園代表取締役
なかむら ひろむ

中村 裕 全国農業会議所専務理事
にしやま やすまさ

西山 泰正 北海道農政部長
はらだ すみたか

原田 純孝 東京大学社会科学研究所教授
ふくにし よしゆき

福西 義幸 農事組合法人酒人ふぁ～む理事
ふじ しげお

冨士 重夫 全国農業協同組合中央会常務理事
もぎ ゆうざぶろう

茂木 友三郎 キッコーマン(株)代表取締役会長ＣＥＯ
よしかわ ひろし

吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授
よしみず ゆみこ

吉水 由美子 伊藤忠ﾌｧｯｼｮﾝｼｽﾃﾑ(株)ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ
R&Dｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

（◎座長）
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有識者会議のスケジュールについて

済 第１回有識者会議（１月30日（火）10:00～12:00、飯野ビル会議室）
・農地政策をめぐる事情、今後の進め方等

済 第１回専門部会（１月30日（火）13:30～15:30、飯野ビル会議室）
・農地政策をめぐる事情、今後の進め方等

済 第２回専門部会（２月20日（火）15:00～17:00、三番町共用会議所）
・担い手への農地の利用集積の現状と課題

済 第３回専門部会（３月１日（木）13:30～15:30、農林水産省共用第８会議室）
・担い手への面的集積

済 第２回有識者会議（３月９日（金）14:30～16:30、三番町共用会議所）
・担い手への面的集積の現状と課題・今後の検討の方向、
その他の検討テーマの提示

済 第４回専門部会（３月23日（金）13:30～15:30、三番町共用会議所）
・優良農地の確保、遊休農地対策の推進等

今後の有識者会議での議論テーマ（予定）
・優良農地の確保、遊休農地対策の推進、法人化、新規参入の促進等
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論 点 方 向

○ まだ農業を続けるという兼業農家や高齢
農家等の意識の改革
○ 都市に住む不在地主についてもその意向
等の把握と担い手への利用集積の誘導

・ 「農地は限りある経営・生産資源として有効利用すべき」との理念を明確化し、そ
の浸透を図ることが必要。

・ また、そのためのインセンティブを与えるため、面的集積に向けた取組に参加する
者に対して、メリット措置の集中化・重点化を進めること（場合によっては参加しな
い者にデメリット）が必要。

○ 地元に密着して、出し手の農地を一括し
て受け、担い手に配分する組織の確保

・ 所有と利用を切り離し、農地の利用について、地域の一定の組織（面的集積を促進
する機能を持つ組織）が間に立つことにより、
① 出し手・受け手の関係を遮断
② その農地を上記の組織が一括して引き受け
③ まとめた形で担い手へ再配分
④ 必要な場合に賃借料の徴収等を代行
する仕組みが、面的集積の促進には必要。

・ その際、上記の組織は市町村単位を基本に全域をカバーする組織（旧市町村単位
など地域が重ならない範囲で複数も可）として整備することが必要。

《留意点》

・ 組織が利用を一括して受ける場合、出
し手との関係をどのように構築すればよ
いか

・ 面的集積を達成するため、誰に農地の利用をまかせるかは上記の組織に委ねても
らうことが必要。

・ 担い手間の調整はどのようにすべきか ・ 面的集積を達成するため、担い手からも一旦農地の利用を上記の組織に委ねても
らうことが必要。その際、担い手の意向を十分尊重。

・ 地元に密着したコーディネーター活動
はどうあるべきか

・ 面的集積に向けて、地域における農地利用の調整をサポートする者を育成・確保す
るとともに、上記の組織内に位置付けることにより、その活動をサポートしていく
ことが必要。

○ 基盤整備の活用 ・ 農地がまとまった形での面的集積を更に促進するための方策の検討が必要。

「農地の面的集積に係る論点と方向」
（平成１９年３月９日 農地政策に関する有識者会議）
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① 平成２７年に担い手が経営する農地が全農地の７～８割程度となる見込
みに対し、現状は全農地の約４割
⇒ 更なる担い手への農地利用集積の加速化が必要

② しかし、現状では担い手の経営農地は分散
⇒ 規模拡大のメリット生かせず、規模拡大できる面積にも限界あり

③ この要因は、農地の貸付を嫌がる所有者等の意識や個別相対での農地集
積等。また、今後は相続による不在地主の増加のため利用調整が更に困難
に
⇒ 関係者の意識改革が必要

④ 担い手への農地の利用集積を図るための既存施策（農地保有合理化事業
や農業委員会の調整等）には限界
⇒ 新たな面的集積に向けた仕組みが必要

⑤ コーディネーターの活動等により、農地利用を一定の組織に一括して任
せて担い手に再配分したり、集落の話し合いによって地域の法人に利用を
集積することにより面的集積を図っている優良事例もあり
⇒ 点的な動きを普遍化する必要

⑥ 担い手も規模拡大より面的集積を希望し、関係団体も面的集積の重要性
を提言

⑦ 面的集積の条件整備として基盤整備が重要

担い手への農地の面的集積に関する現状 有識者会議における
議論の流れ

担い手への農地がまとまった
形での面的集積を進めるため
には、面的集積が進まない要
因や優良事例を踏まえて対応
することが必要

「農地の面的集積に係
る論点と方向」
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資料 ：農 林水 産省 経営 局構 造改 善課 調べ  及 び  「 集 落営 農実 態調 査（ 平成 17年 度 から ）」
　注 ：担 い手 とは 以下 の者 をい う。
　　 　①  認 定農 業者 （特 定農 業法 人含 む）
　　 　②  市 町村 基本 構想 の水 準到 達者
　　 　③  特 定農 業団 体（ 平成 15年 度 から ）
　　 　④  集 落内 の営 農を 一括 管理 ・運 営し てい る集 落営 農（ 平成 17年 度 から ）

担い手が経営する農地面積の推移

耕作目的の農地権利移動面積の推移
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集落内に担い手がいない

農地が分散している

農産物の価格が不安定

農業所得が不安定

資料：農林水産省経営局構造改善課「平成１６年度担い手への農地利用集積に
関する実態調査」

担い手への農地利用集積が進まない理由

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」

① 担い手への農地利用集積の推移と課題
○ 認定農業者等の担い手が経営する農地面積は年々増加し、平成17年度には181万ha（全耕地面積の約4割）。
○ 担い手への農地の利用集積が進まない理由としては、「農産物価格、農業所得が不安定」の他、「集積した農地が分散」するとと
もに、「農地の資産保有意識」や「兼業農家が農地を手放さない」等の貸し手の意識が要因。
○ 「農業構造の展望」が見込む「望ましい農業構造の姿（効率的かつ安定的な農業経営が経営する農地が7～8割程度）」を実現する
ためには、担い手への施策の重点化を図り、担い手の経営不安を解消するとともに、これらの阻害要因を解消することにより、担い
手への農地利用集積を更に加速化することが課題。

資料：農林水産省経営局構造改善課調べ 及び 「集落営農実態調査（平成17年度から）」
注：担い手とは以下の者をいう。
① 認定農業者（特定農業法人含む）
② 市町村基本構想の水準到達者
③特定農業団体（平成15年度から）
④ 集落内の営農を一括管理・運営している集落営農（平成17年度から）
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認定農業者Ａ
○営農類型 水稲専作
○経営規模 １６．４ｈａ（写真は一部）
○団地数 ７０団地
（１団地当たり面積 ０．２３ｈａ）
○最も離れている農地間の直線距離 ５．０ｋｍ
○１ｈａ以上に面的集積した農地面積 ０ｈａ

0 300m 600m

② 担い手の農地の分散とデメリット

(1) 農地分散化の事例
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(2) 農地が分散している場合のデメリット

○ 担い手へのアンケート調査によれば、平均経営面積約１５ｈａが約３０団地に分かれ、１団地の平均面積は０．５ｈａと小さく、
農地間の距離は３．７ｋｍとなっており、経営農地は分散している状況。
○ 経営農地が分散している場合、ほ場間の移動時間の増加、機械の効率的利用が困難といった問題から、規模拡大をした場合のメ
リット（生産コスト低減効果）が十分生かせない状況。さらに、拡大できる規模にも限界あり。

○

拡
大
で
き
る
規
模
に
限
界

○

規
模
拡
大
の
メ
リ
ッ
ト

（
生
産
コ
ス
ト
減
）
が
生
か
せ
な
い

経営面積は相当程度あるとしても

農地が分散
（ほ場が小さい・遠い）

○ 平均経営面積：１４．８ｈａ

○ 平均団地数：２８．５団地

○ １団地の平均面積：０．５２ｈａ

○ 最も離れている農地間の平均距離：３．７ｋｍ

○ 大規模団地（２ｈａ以上）

団地数 １．２団地 （全体の４．１％）

農地面積 ３．９４ｈａ（同 ２６．６％）

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する
市町村実態調査」

注：調査先230経営体のうち、北海道を除く202経営体
（うち無効回答除く）の平均値である。

デメリット

○ほ場間が離れているため、
・機械運搬や移動に時間と人手がかかる
・管理労働（水管理、畦畔除草等）に時間
がかかる

○１団地当たりの面積が小さいので、
・機械の効率的利用が困難
・効率的な大型機械で作業ができない
・ほ場に合わせた機械が複数必要となる
・ラジコンヘリ、直播等の新技術の導入
が困難

平均的な担い手の経営農地

○機械償却費の増加

○労働時間の増加

○燃料費等の増加

○経営判断等のための時間の創出が困難

○合理的な作業体系の構築が困難

９



○ 地主は、一般的に「年をとってもやれるうちは耕作する」など、農地の貸付を嫌がる意識があることに加え、「隣の人には貸したくない」という
特別な意識もある。
○ 一方、規模拡大を指向する担い手は、隣接農地を借りられないことから、遠方の農地でも引き受けざるを得ない状況 （断ると、規模拡大が
困難となるおそれ。）

親戚Ｍ

親戚のよしみで管理して
くれないか。
隣のＮさんには貸したく

ない。

○

１０ｋｍ
先

所有者Ｇ

担い手
A宅

担い手Ｎの
経営農地
（所有地）

所有者Ｉ

所有者Ｊ

所有者Ｋ

知人Ｌ

もう耕作できない。

小さい農地だけど
借りてくれないか。

担い手
Ｎ宅

○○集落 △△集落 ××集落

担い手Ａの
経営農地(所有地）

機械にも余裕があ
るし、まだまだ規模
拡大しなければ。

所有者Ｃ

所有者Ｅ×
今の小作料水準で

は貸す気になれない。

所有者Ｂ

隣の人には貸した
くない。

×

所有者Ｄ

集落内の担い手は
Ａさんだけだから、
条件は悪いけど借り
てくれないか。

○

○

×

年をとったけれど
まだまだやれる。

所有者Ｆ

勤めの合い間に作
業ができる。機械も
そろえた。

×

所有者Ｈ

面的集積についての担い手の意識

20

3

13

56

49

0 10 20 30 40 50 60

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他の担い手等との競争があり、　　　　　　　
隣接農地を手放さざるを得ない

集落内に自分以外の担い手がおらず、　　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

出し手の直接の依頼があるため、　　　　　　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

隣接農地を貸してくれる人がいないため、　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

％

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」
注：調査先２３０経営体による複数回答である。

５ｋ
ｍ先

③ 農地所有者の意識等

10



○ 担い手への農地の利用集積を図るため種々の施策が用意されており、量的な集積といった面では、一定の成果を上げているが、農地がま
とまった形での面的集積を図るためにはそれぞれ問題点があり、既存制度のままでは限界。

担い手への利用集積のための機能 面的集積する上での限界

農用地利用
集積計画

農地保有
合理化事業

農業委員会
の調整

ほ場整備

農用地利用
改善団体

・事実上、貸し手と借り手の合意が整ったものが大半
・計画には、権利者（都会の不在地主も含め）全員の同
意が必要
・利用権のプール機能（利用権を分配することを前提に、
一旦集約して保持する機能）はない

・所有権移転について、売買リスクがあり困難度が増加
・中間保有機能を生かす体制が人材を含め不十分
・賃貸借については、県公社では範囲が広すぎ、地域と
の密着度も足りない（現地で活動する人がいない）
・一方、市町村段階の農地保有合理化法人は少なく、活
動も低調
・このようなこともあり、プール機能が生かされず面的
集積の活動例は少数

・あっせん・調整が主であり、直接権利取得の当事者に
なることはできないことにより利用権のプール機能は
有していない
・市町村合併により広域化し、目が届かない
・必ずしも面的集積に力を入れている農業委員会ばかり
ではない

・ほ場整備を契機として担い手への集積は進んでいるも
のの、更なる面的集積について検討することが必要

・集落の話合いのみでは、農家の意識（隣りには貸した
くない、耕作を継続したい)を変えることは困難

・調整主体であり、直接権利取得の当事者になることは
できない

現行主要施策

・期間が終了すれば必ず戻るため、地主は
安心して貸付け
・市町村がまとめて計画を作り、担い手に
利用集積

・担い手に一定期間貸し付ける又は売り渡す
ことが可能
・中間保有機能により、利用権をプール化
・事業を活用することにより面的集積を図
っている事例もあり

・農業委員会が間に立つことにより、円滑
な利用集積が可能

・大区画化により規模拡大の条件を整備
・換地の際に利用調整が可能

・集落の話合いにより、担い手を明確化し
利用集積
・面的な利用集積が図られる場合、奨励金
を交付する事業を措置（平成19年度～）

④ 農地の面的集積に関する既存施策の限界

11



経営農地の分散を解消するため、１７人の担い手
（５ｈａ以上の水田専業農家） の既存耕作面積２１７ｈａ
のうち、市街化区域内の耕作地等を除く１９０ｈａをＪＡ
が主体となって再配分を行い、分散を解消し面的集積
を実現。

取組の概要

仕組み

取組前
農地の状況

耕作者
(担い手)

利用権の設定

利用権設定の申出
（書類提出）

面的集積
に配慮

農政課 ＪＡ Ｓ中央会農林事務所

○ 高齢化・兼業化の進展
に伴う水田貸出希望の増
加の反面、担い手の農地
は分散し、これ以上の規
模拡大はできず貸出希望
に応じることができない
→ 耕作放棄地拡大の懸
念。

○ 貸借関係は、相対契約
が主

○ 農業委員会などの既存
の地域組織による利用調
整の限界
→ 分散状況に応じた広
域的な利用調整の場の
設定の必要性

地主と担い手
双方の理解に
基づく利用調
整を行う場

担い手の耕
作地（市街
化区域内の
耕作地等を
除く）

支 援

Ｊ Ａ

事例１（Ｓ県 Ｉ市 Ｎ地区）

課題

地区の概要

○ 担い手の経営面積（水田）
： ２１７ha
○ 担い手（５ｈａ以上の水田
専業農家） ： １７名

Ｉ市Ｎ地区農用地
利用調整協議会

農業委員会

○ 以上のとおり、担い手への農地がまとまった形での面的集積は、全体として進んでいない現状にあるが、一部地域では面的集積を実現して
いる例がみられる。
○ しかし、現時点ではこれらは点的な動きに止まっており、これを全国的な動きに広げることが必要。

○ Ｉ市に積極的に進めようとする熱意を持った職員
がいた
○ 地区内の貸付希望農地のすべてを本事業に乗せた
○ ＪＡが全面的に協力し、仲介に入ることにより地
主の信頼が向上
○ 出し手側への十分な説明 等

○ 面的集積が図られ、作業効率のアップ、生産コ
ストの削減、水管理が容易等のメリット
○ 地主への小作料支払いが楽（ＪＡが支払い代行）
○ 担い手間に横のつながり形成
○ 耕作放棄の未然防止
○ 他地区での取組への波及

成功した要因

取組後

⑤ 農地の面的集積を図っている優良事例

12



地区の概要

○ ほ場の平均区画が１０ａと狭小、
農道も未整備

○ 担い手の経営地が分散し、機械
作業効率が悪い

○ 兼業農家と高齢農家が大半。担
い手不足が大きな課題

○ 平均１０ａ、４１０筆

○ 地区の約８割を担い手（４名）へ利用集積
（２８．６ｈａ）し、集団化

○ 残りの約２割を飯米ゾーンとして団地化

○ 平均１ｈａ、４０区画

○ 農地面積：３５．７ｈａ

○ 農業者数：１３０名

課題

農地の状況

取組前

○ 大区画のほ場整備後、すべての農地を県公社が一
括借上げし、所有権と耕作権を分離。市が作成した土
地利用計画に基づいて担い手へ集積。

○ 土地利用調整や関係機関との調整を行う者（地方駐
在員）を地区に張りつけ実施。

取組の概要

仕組み

農地の状況
飯米ゾーン

担い手

○ 地域の同意や関係機関との調整に当
たって、先導的な地元出身者（元銀行員）
や有識者（元農業大学校校長）が調整し、
一括借上げを実現

○ 全地権者と耕作者で構成する営農組
合を立ち上げ、諸施設の管理等を実施す
ることにより、将来の農地管理に対する
安心感を付与

○ 県公社による小作料一括前払を活用

することにより、地権者の負担軽減を
図 り、ほ場整備を実施

成功要因

取組後

事例２ （Ｋ県 Ｋ市 Ｔ地区）

4名
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(1) 面的集積についての担い手の意向

○ 担い手の今後の経営改善の方向をみると、６５％が規模拡大よりも面的集積を優先するとしており、面的集積に必要な取組としては、「公的
機関による斡旋や仲介機能の強化」、「集落での話し合いへの支援」、「面的集積に伴う集落への奨励金等の交付」、「農地状況を把握する図
面等の作成」を要望。

今後の経営改善の方向

その他
（現状維
持など）
 19（8%）

規模拡大
を優先
61（27%）

面的集積
を優先
150
（65%）

16

41

50

64

81

95

96

130

0 20 40 60 80 100 120 140

その他

交換分合（基盤整備事業なしに農地の交換等）

集落営農の設立による経営一元化等

農業基盤整備に伴う換地処分

農地状況を把握する図面等の作成

面的集積に伴う集落への奨励金等の交付

集落での話し合いへの支援

公的機関による斡旋や仲介機能の強化

資料 ： 「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」
注 ： 全国の担い手230経営体による回答である。

面的集積に必要な取組

資料 ： 「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」
注 ： 全国の担い手230経営体による複数回答である。

⑥ 面的集積についての意向等
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(2) 担い手への面的集積等についての農業団体の提言

○ 担い手への農地がまとまった形での面的集積等に関しては、農業団体も積極的に提言。

２．認定農業者等担い手への農場的な農地利用集積の推進

○ 分散錯圃を解消し、農場的な農地利用調整を可能とする
ため、認定農業者等担い手の経営確立に着目した借地の交
換や自作地の交換分合等の一括実施など、特定のモデル地
域を指定した「面的農地利用集積調整パイロット事業」
（仮称）を創設すること。その際、事業効果をより一層高
めるため、農用地利用改善団体へ交付される現行の認定農
業者農用地集積促進費の規模要件を緩和し、対象者を拡充
すること。

○ 併せて、担い手の面的利用集積を支援するため、市町村、
農業委員会、ＪＡ、農地保有合理化法人、土地改良区等が
連携を強化しつつ話し合いや計画づくりを助長する施策を
講じること。

１．望ましい農業構造の実現に資する農地制度の確立

(1)「農地を農地として利用する」農地制度への見直し強化

○ 持続的な家族農業経営を基本に、地域に根ざした農業者
やその集団・法人が、「農地を農地として適切に利用す
る」ことをすすめることができる農地制度への抜本的な見
直しをはかること。

○ 「農地利用、農村整備計画」づくりのもとに、効率的な
利用をはかる農地、資源保全すべき農地、生きがいや交流
・体験農地、住宅地など、農地等の利用区分を地域の合意
に基づき明確にする仕組みを構築すること。

(2) 担い手へ面的な利用集積をすすめる仕組みの確立

○ 現行の農用地利用改善団体の地区設定の促進や機能拡充
等を通じて、地域の合意に基づく特定農業法人・団体また
は特定された農業者、合理化法人への面的な利用集積をす
すめる仕組みを強化すること。
その際、相続による分散所有農地や、農地所有非農家・
不在地主等の農地の農業的利用を担保する利用調整制度を
確立すること。

全国農業会議所（平成18年度全国農業委員会会長大会 提案・要請決議
「経営安定対策の導入等による農業構造改革に向けた政策提案決議」抜粋）

全国農業協同組合中央会（「新たな基本計画の策定に向けたＪＡグループの
政策提案」抜粋（平成16年７月））
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○ 基盤整備はソフト施策との一体的な実施により、農業生産法人などの担い手の育成や担い手への農地の利用集積の推進に大きく貢献
しているが、農地がまとまった形での面的集積を更に促進するための方策の検討が必要ではないか。

これまでの基盤整備の取組

農業生産基盤整備

農地利用集積等支援

基
盤
整
備
と
ソ
フ
ト

施
策
の
一
体
的
な

実
施

換地処分
土地改良区等が行う意向調
査活動、土地利用調整活動
等への支援、
利用集積に向けた促進支援
等

区画整理（畦畔
除去等簡易な整
備を含む）、農
業用用排水施設、
農道、暗渠排水、
客土 等の基盤
整備を実施

基盤整備の効果
○ 担い手の稲作労働時間の短縮

51時間

21時間

0

10

20

30

40

50

60

事業前 事業後

労
働
時
間

時間/10a

約６割短縮
全国平均(H14)

32.4時間/10a

注：平成8～14年度に完了した都道府県営ほ場整備事業544
地区の実績

注：平成8～14年度に完了した都道府県営ほ場整備事業552地
区の実績

4.0ha

8.7ha

0

2

4

6

8

10

事業前 事業後
経
営
規
模

ha

２．２倍に拡大

全国平均(H12)

1.25ha/経営体

○ 担い手の経営規模の拡大

○法人化など強い農業経営体の育成

814

（平成１７年６月時点調べ）

全 国 ベ ー ス

ほ場整備実施地区数

２，０５６地区
設立された生産組織
の数

１，３７０

うち法人化された数

２１７

（生産組織化数の約２割）
217

1,370

８１４地区

うち生産組織が設立
された地区数

生産組織の数2,056

（ほ場整備実施地区数
の約４割）

814

（平成１７年６月時点調べ）

全 国 ベ ー ス

ほ場整備実施地区数

２，０５６地区
設立された生産組織
の数

１，３７０

うち法人化された数

２１７

（生産組織化数の約２割）
217

1,370

８１４地区

うち生産組織が設立
された地区数

生産組織の数2,056

（ほ場整備実施地区数
の約４割）

農地の集団化と農地利用集積等支援

農地の集団化

○法人を育成して農産物
の加工・販売に取り組み、
通年雇用を実現
（Ｈ県Ｔ地区）

注１）H5～H14に採択されたほ場整備事業（一般型・担い手育成型）、土地改良総合整
備事業（一般型・担い手育成型・支援型・水田農業緊急整備型）2,056地区の実績。

注２）生産組織の定義については、複数の農家が参加しており、代表者及び規約の定
めがある協定が結ばれている などの県営ほ場整備事業等において定義されていた組
織を意味する。

（平成１８年５月時点調べ）

⑦ 面的集積の条件整備としての基盤整備
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